
 資料 ２-１ _ 

 

 

議案第１号（その１） 

 

 

横手市地域公共交通活性化協議会規約改正について 

 

 

 

 下記「新旧対照表」のとおり、横手市地域公共交通活性化協議会規約の一部

を改正する。 

 

 

○提案理由 

国の法改正により計画の名称等が変更となっており、当市においても今後令和６年

度からを計画期間とする次期計画の策定に着手していくにあたって、法改正に準じて

計画の名称を変更するもの。 

合わせて、これまで明確に規定されていなかった会議の書面開催についての条項を

追加するもの。 

 

 

○横手市地域公共交通活性化協議会規約 新旧対照表（R4.6.1改正） 

 

旧 新 
 

（業務） 

第３条 協議会は、次に掲げる業務を行

うものとする。 

（１） 地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律（平成１９年法律第５９

号）第５条第１項に規定する地域公共

交通網形成計画（以下「網形成計画」

という。）の策定及び変更に関する協議 

（２） 網形成計画に位置づけられた事

業の実施及び実施に係る連絡調整 

 

（３）～（６） ［略］ 

 

（会議） 

第４条 ［略］ 

２～５ ［略］ 

（新設） 

 

 

 

 

 

（業務） 

第３条 協議会は、次に掲げる業務を行

うものとする。 

（１） 地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律（平成１９年法律第５９

号）第５条第１項に規定する地域公共

交通計画の策定及び変更に関する協議 

 

（２） 地域公共交通計画に位置づけら

れた事業の実施及び実施に係る連絡調

整 

（３）～（６） ［略］ 

 

（会議） 

第４条 ［略］ 

２～５ ［略］ 

６ 会長は、必要があると認めるときは

、会議の招集を行わず、書面その他の方

法により委員の意見を求めることにより

、協議会の決議に代えることができる。

この場合における決議については、第３



 

 

 

 附 則 

 この規約は、平成３１年４月１日から

施行する。 

 

項の規定を準用する。 

 

 附 則 

 この規約は、平成３１年４月１日から

施行する。 

 附 則 

 この規約は、令和４年６月１日から施

行し、改正後の第３条の規定は、令和２

年１１月２７日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の横手市地域公共交通活性化

協議会規約（以下「旧規約」という。）第

３条の網形成計画は、改正後の横手市地

域公共交通活性化協議会規約（以下「新

規約」という。）第３条の地域公共交通計

画とみなす。 

３ この施行の際現に行われた旧規約第

３条の規定による網形成計画に位置づけ

られた事業の実施及び実施に係る連絡調

整は、新規約第３条の地域公共交通計画

に位置付けられた事業の実施及び実施に

係る連絡調整とみなす。 

 

 



地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
の
計
画
制
度
と
補
助
制
度
（見
直
し
の
方
向
性
）①

支
線

作
成
主
体
：
都
道
府
県
又
は
市
町
村

作
成
主
体
：
市
町
村

＜
例
：
鳥
取
県
西
部
地
域
（
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
）
＞

＜
例
：
八
戸
市
（
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
）
＞

・幹
線
を
位
置
付
け
る
場
合
、
計
画
の
作
成
主
体
は
以
下
の
３
パ
タ
ー
ン
を
想
定
。


幹
線
沿
線
の
単
独
市
町
村
が
個
々
に
計
画
作
成

（
※
当
該
幹
線
沿
線
の
全
て
の
市
町
村
で
計
画
を
作
成
す
る
必
要
あ
り
）


幹
線
沿
線
の
複
数
市
町
村
が
共
同
し
て
計
画
作
成


都
道
府
県
に
よ
る
広
域
（
都
道
府
県
全
域
又
は
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
）
で
の
計
画
作
成

・地
域
の
公
共
交
通
に
お
け
る
幹
線
の
位
置
づ
け
等
を
地
域
公
共
交
通
計
画
に
記
載
。

（
下
記
例
の
よ
う
に
、
補
助
系
統
毎
で
は
な
く概
ね
の
位
置
づ
け
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
。
）

・フ
ィ
ー
ダ
ー
を
位
置
づ
け
る
場
合
、
市
町
村
が
計
画
作
成
す
る
こ
と
を
想
定
。

・地
域
の
公
共
交
通
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ダ
ー
の
位
置
づ
け
等
を
地
域
公
共
交
通
計
画
に
記
載
。

（
フ
ィ
ー
ダ
ー
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
例
の
よ
う
に
、
少
な
くと
も
路
線
単
位
で
位
置
関

係
が
わ
か
る
よ
う
に
明
示
す
る
こ
と
。
）

・
現
行
の
補
助
制
度
は
、
法
定
計
画
（
地
域
公
共
交
通
計
画
）
の
作
成
を
補
助
要
件
と
し
て
お
ら
ず
、
別
途
、
要
綱
に
基
づ
く
補
助
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
乗
合
バ
ス
等
へ
の
補
助
を
法
定
計
画
と
連
動
化
す
る
こ
と
で
、
公
的
負
担
に
よ
る
確
保
維
持
が
真
に
必
要
な
路
線
等
に
対
し
、
効
果
的
・
効
率
的

な
補
助
を
実
施
。

・
幹
線
補
助
は
、
幹
線
沿
線
の
市
町
村
（
単
独
・
複
数
）
が
作
成
す
る
地
域
公
共
交
通
計
画
又
は
、
都
道
府
県
が
作
成
す
る
広
域
的
な
地
域
公
共
交
通

計
画
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
想
定
。
フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
は
、
主
に
市
町
村
単
位
で
作
成
さ
れ
る
地
域
公
共
交
通
計
画
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
想
定
。
ま
た
、
こ
れ

ら
の
計
画
を
作
成
す
る
際
に
は
、
都
道
府
県
・
市
町
村
の
い
ず
れ
も
参
加
し
て
い
る
法
定
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
。

幹
線

市
の
地
域
公
共
交
通
に
お
け
る
支
線
の

位
置
づ
け
を
明
示
し
て
い
る
。

県
内
の
地
域
公
共
交
通
に
お
け
る
幹

線
の
位
置
づ
け
を
明
示
し
て
い
る
。
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地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
の
計
画
制
度
と
補
助
制
度
（見
直
し
の
方
向
性
）②

○
特
に
幹
線
補
助
に
つ
い
て
は
、
関
係
自
治
体
が
多
く
な
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
様
々
な
策
定
主
体
の
パ
タ
ー
ン
が
想
定
さ
れ
る
。

○
例
え
ば
、
①
２
～
３
程
度
の
市
町
村
を
跨
い
で
い
る
幹
線
系
統
に
つ
い
て
は
単
独
市
町
村
が
個
々
に
計
画
策
定
、
②
４
以
上
の
市
町
村
を

跨
い
で
い
る
幹
線
系
統
に
つ
い
て
は
複
数
市
町
村
が
共
同
し
て
計
画
策
定
（
中
核
的
な
市
が
主
導
）
、
③
複
数
の
幹
線
系
統
が
県
内
全
域

に
存
在
す
る
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
が
全
域
又
は
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
計
画
策
定
を
す
る
な
ど
、
そ
の
地
域
の
特
色
に
応
じ
て
策
定
主
体

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

幹
線
補
助
に
係
る
計
画
策
定
主
体
の
考
え
方
の
例

①
２
～
３
程
度
の
市
町
村
を
跨
い
で
い
る
幹
線
系
統

例
）
茨
城
県
常
陸
太
田
市
・日
立
市
（
馬
場
八
幡
前
~
大
甕
駅
前
線
）

⇒
単
独
市
町
村
が
個
々
に
計
画
策
定

②
４
以
上
の
市
町
村
を
跨
い
で
い
る
幹
線

例
）
大
分
県
大
分
市
、
別
府
市
、
日
出
町
、
杵
築
市
、
国
東
市
（
国
大
線
）

⇒
複
数
市
町
村
が
共
同
し
て
計
画
策
定
（
中
核
的
な
市
が
主
導
）

国
東
市

杵
築
市

日
出
町

別
府
市

大
分
市

③
複
数
の
幹
線
系
統
が
県
内
全
域
に
存
在
す
る
都
道
府
県

例
）
茨
城
県
、
栃
木
県
、
佐
賀
県
な
ど

⇒
都
道
府
県
に
よ
る
全
域
又
は
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
で
の
計
画
策
定

常
陸
太
田
市

日
立
市

ひ
じ
ま
ち

き
つ
き
し

く
に
さ
き
し



地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
の
計
画
制
度
と
補
助
制
度
（見
直
し
の
方
向
性
）③

〇
幹
線
補
助
又
は
フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助
を
地
域
公
共
交
通
計
画
に
位
置
付
け
る
場
合
、

・
地
域
公
共
交
通
計
画
本
体
に
は
、
補
助
系
統
の
地
域
の
公
共
交
通
に
お
け
る
位
置
付
け
や
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
の
必

要
性
な
ど
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、

・
こ
れ
ま
で
補
助
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
補
助
系
統
等
に
関
す
る
事
項
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
地
域
公
共
交
通
計

画
の
「
別
紙
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
と
す
る
。

○
別
紙
に
つ
い
て
、
地
域
公
共
交
通
計
画
の
一
部
と
し
て
、
法
定
協
議
会
に
お
け
る
協
議
の
手
続
等
を
経
る
も
の
と
す
る
。

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
係
る
目
的
・必

要
性

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
の
定
量
的
な
目
標
・
効
果

・目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
事
業
及
び
実
施
主
体

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運

行
系
統
の
概
要
及
び
運
行
予
定
者

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
要
す
る
費
用
の
総
額
、
負
担
者

及
び
そ
の
負
担
額

・補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
手
続
に
係
る
利
用
状
況
等
の
継
続
的
な
測
定

手
法

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
取
組

・車
両
の
取
得
や
貨
客
混
載
の
導
入
等
に
関
す
る
事
項

・そ
の
他
、
詳
細
な
事
項

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
の
内
容
及
び
実
施
主
体
に
関
す
る
詳
細

・補
助
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者

・補
助
系
統
に
関
す
る
定
量
的
な
目
標
・効
果
及
び
そ
の
評
価
手
法
・
測
定
方
法

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
要
す
る
費
用
の
総
額
、
負
担
者
、
負
担
額

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
取
組
（
幹
線
系
統
の
み
）

・車
両
の
取
得
や
貨
客
混
載
の
導
入
等
に
関
す
る
事
項

・そ
の
他
、
詳
細
な
事
項

・
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統

（
補
助
系
統
）
の
地
域
の
公
共
交
通
に
お
け
る
位
置
づ
け
・役
割

・上
記
の
位
置
付
け
等
を
踏
ま
え
た
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
の
必
要
性

・補
助
系
統
に
係
る
事
業
及
び
実
施
主
体
の
概
要

・地
域
公
共
交
通
計
画
全
体
の
定
量
的
な
目
標
・
効
果
と
そ
の
評
価
手
法
※

（
※
令
和
２
年
活
性
化
再
生
法
改
正
に
よ
り
義
務
付
け
）

①
地
域
公
共
交
通
計
画
に
位
置
付
け
る
事
項

②
地
域
公
共
交
通
計
画
の
別
紙
と
し
て
提
出
す
る
事
項
（
毎
年
度
提
出
）

生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
の
記
載
事
項

こ
れ
ま
で
の
補
助
制
度

地
域
公
共
交
通
計
画
と
連
動
し
た
補
助
制
度



地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
の
計
画
制
度
と
補
助
制
度
（見
直
し
の
方
向
性
）④

地
域
公
共
交
通
計
画
（
全
体
）

①
基
本
的
な
方
針
：

地
域
が
目
指
す
べ
き
将
来
像
と
と
も
に
、
そ
の
中
で
公
共
交
通
が
果
た
す
べ
き
役

割
を
明
確
化
し
た
上
で
、
取
組
の
方
向
性
を
記
載

③
目
標
：

定
量
的
な
目
標
（
利
用
者
数
、
収
支
、
行
政
負
担
額
等
）
を
設
定
し
、
デ
ー
タ

に
基
づ
く
P
D
C
A
を
強
化

④
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
事
業
及
び
そ
の
実
施
主
体
：

地
域
に
お
け
る
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
全
体
像
を
明
記
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
交
通

モ
ー
ド
や
路
線
等
ご
と
の
事
業
・実
施
主
体
を
具
体
的
に
記
載

⑤
達
成
状
況
の
評
価
：

事
業
実
施
後
、
設
定
し
た
具
体
的
な
目
標
を
基
に
、
各
種
事
業
の
実
施
状
況

を
適
切
に
管
理
（
P
D
C
A
）
で
き
る
よ
う
、
評
価
手
法
を
設
定

各
計
画
事
項
に
お
け
る
補
助
関
連
の
記
載
内
容

②
区
域
：

住
民
の
通
勤
、
通
学
、
買
い
物
と
い
っ
た
日
常
生
活
に
関
し
て
形
成
さ
れ
る
交
通

圏
を
基
本
と
し
て
設
定

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
の
内
容
及
び
実
施
主
体
に
関
す
る
詳
細

・補
助
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者

・定
量
的
な
目
標
・効
果
及
び
そ
の
評
価
手
法
・測
定
方
法

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
要
す
る
費
用
の
総
額
、
負
担
者
、
負
担
額

・地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
取
組
（
幹
線
系
統
）

・車
両
の
取
得
や
貨
客
混
載
の
導
入
等
に
関
す
る
事
項

・そ
の
他
、
詳
細
な
事
項

⇒
別
紙
に
は
、
補
助
系
統
等
に
関
す
る
詳
細
な
事
項
を
記
載
し
、
毎
年
度
の
認
定
申
請
の
際
に
提
出
。

別
紙
に
お
け
る
記
載
事
項
（
補
助
申
請
時
に
毎
年
度
提
出
）

補
助
事
業
の
認
定
申
請
に
つ
い
て
は
、
地
域
公
共
交
通
計
画
に
お
い
て
、
補
助
系
統
の
地
域
の
公
共
交
通
に
お
け
る
位
置
付
け
、
補
助
事
業
の
必
要
性

等
に
つ
い
て
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
補
助
計
画
の
よ
う
に
補
助
事
業
の
み
に
つ
い
て
記
載
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
、
地

域
公
共
交
通
計
画
の
各
記
載
事
項
の
中
に
溶
け
込
ま
せ
た
形
で
記
載
す
る
必
要
。 補
助
系
統
に
つ
い
て
、
公
共
交
通
の
将
来
像
や
取
組
の
方
向
性
の
中
で
位

置
付
け
る
べ
き
事
項
が
あ
れ
ば
記
載
（
幹
線
・
支
線
の
将
来
像
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
・

デ
マ
ン
ド
交
通
等
に
係
る
取
組
の
方
向
性
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と
を
想
定
）

補
助
系
統
を
含
め
る
よ
う
区
域
を
設
定
。
そ
の
際
、
幹
線
と
フ
ィ
ー
ダ
ー
の
位
置

づ
け
や
役
割
を
明
示

地
域
公
共
交
通
計
画
全
体
の
定
量
的
な
目
標
を
設
定
（
個
別
の
補
助
系
統
に

関
す
る
目
標
は
別
紙
に
記
載
）

補
助
系
統
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
内
容
や
実
施
主
体
に
つ

い
て
記
載
。
あ
わ
せ
て
、
車
両
の
更
新
な
ど
の
事
業
の
方
向
性
を
記
載
。

毎
年
度
、
国
が
地
域
公
共
交
通
計
画
（
補
助
関
係
部
分
+
別
紙
）
を
認
定
。
事
業
実
施
後
、
事
業
評
価
（
自
己
評
価
・国
に
よ
る
評
価
）
を
実
施
。

地
域
公
共
交
通
計
画
全
体
の
定
量
的
な
目
標
に
関
す
る
評
価
手
法
等
に

つ
い
て
記
載
（
個
別
の
補
助
系
統
の
目
標
に
関
す
る
評
価
手
法
等
は
別
紙
に
記
載
）



見
直
し
後
の
補
助
金
執
行
に
つ
い
て

現
行

法
定
計
画
の
有

無

経
過
措
置
期
間

（
改
正
法
施
行
後
３
年
程
度
を
想

定
）

経
過
措
置
期
間
終
了
後

（
令
和
７
年
度
～
）

補
助
計
画

交
付
先

補
助
計
画

交
付
先

補
助
計
画

交
付
先

幹
線

生
活
交
通
確
保
維

持
改
善
計
画

（
県
単
位
）

乗
合
バ
ス
事
業

者

県
法
定
計
画
あ
り

県
法
定
計
画

又
は

県
生
活
交
通
確
保
維

持
改
善
計
画

県
法
定
協
議
会

又
は

乗
合
バ
ス
事
業
者

県
法
定
計
画

県
法
定
協
議
会

又
は

乗
合
バ
ス
事
業

者

県
法
定
計
画
な
し

市
町
村
法
定
計
画

あ
り

県
生
活
交
通
確
保
維

持
改
善
計
画

又
は

市
町
村
法
定
計
画

市
町
村
法
定
協
議

会 又
は

乗
合
バ
ス
事
業
者

市
町
村
法
定

計
画

市
町
村
法
定
協

議
会

又
は

乗
合
バ
ス
事
業

者

県
・
市
町
村
法
定

計
画
な
し

県
生
活
交
通
確
保
維

持
改
善
計
画

乗
合
バ
ス
事
業
者

補
助
対
象
外

フ
ィ
ー

ダ
ー

生
活
交
通
確
保
維

持
改
善
計
画

（
市
町
村
単
位
）

乗
合
バ
ス
事
業

者
、
自
家
用
有

償
旅
客
運
送
者

又
は

活
性
化
法
法
定

協
議
会

市
町
村
法
定
計
画

あ
り

市
町
村
法
定
計
画

又
は

生
活
交
通
確
保
維
持

改
善
計
画

市
町
村
法
定
協
議

会 又
は

乗
合
バ
ス
事
業
者

等

市
町
村
法
定

計
画

市
町
村
法
定

協
議
会

市
町
村
法
定
計
画

な
し

生
活
交
通
確
保
維
持

改
善
計
画

乗
合
バ
ス
事
業
者

等
補
助
対
象
外



 資料 ２-３ _ 

 

議案第１号（その２） 

 

 

横手市地域公共交通活性化協議会財務規程改正について 

 

 

 下記「新旧対照表」のとおり、横手市地域公共交通活性化協議会財務規程の

一部を改正する。 

 

 

○提案理由 

 予算調整等の事務取り扱いに関して、現状に即した形に改めるもの。 

 

○横手市地域公共交通活性化協議会財務規程 新旧対照表（R4.4.1改正） 

旧 新 
（予算） 

第２条 ［略］ 

２ 協議会の会長（以下「会長」という

。）は、毎会計年度予算を調整し、年度

開始前に協議会に諮るものとする。 

 

 

 

 

 

 

３   ［略］ 

４   ［略］ 

 

 附 則 

１ この規程は、平成２２年３月１１日

から施行する。 

２ 平成２２年度予算に関しては、第２

条第２項中「年度開始前に」とあるの

は「平成２２年度最初の」に、読み替

えるものとする。 

 

（予算） 

第２条 ［略］ 

２ 協議会の会長（以下「会長」という

。）は、毎会計年度予算を調整し、協議

会に諮るものとする。 

３ やむを得ず協議会の承認を得る前に

当該年度予算を執行する場合は、協議

会事務局規程第５条の規定に則り事務

局長専決で出納処理を行ったうえで、

後日速やかに会長へ報告するものとす

る。 

４   ［略］ 

５   ［略］ 

 

 附 則 

１ この規程は、平成２２年３月１１日

から施行する。 

２ この規程は、令和４年４月１日から

施行する。 

 

 


